
※毎月の平均介護費用 8.3 万円×平均介護期間 61.1 カ月＋平均一時費用 74 万円　参考：生命保険文化センター「2021 年度生命保険に関する全国実態調査」
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介護一時金支払特約または親介護一時金支払特約付
団体総合生活補償保険（MS&AD型）

お手続きは福祉一斉募集サイトから

Google 等の検索エンジンで または右記コードをお読み取り下さい

福祉一斉募集WEB サイト

パナ一斉募集 検索

パナソニックグループの割引率は
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介護一時金または親介護一時金（１００万円、３００万円、５００万円）

満１５～８９才
それぞれのご両親

約               万円 / 月
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2

『親の介護』仕事との両立に、資金面での備えを！

「パナファミリー傷害保険介護特約W」が「介護保険W」となり、
今年度から　　　　　　　　　　　　　　   ようになりました。

介護にかかる『期間』と『費用』ご存知ですか？

所定の要介護状態となって９０日を超えて継続した場合に、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  をお支払いします。

本人・配偶者に加え、同居・別居を問わず、　　　　　　　　　　   も加入いただけます。
保険期間の開始時点で　　　　　　　    の方が加入できます。

介護を始めてからの期間は…
（介護中の場合は経過期間）

介護はトータルで

もかかってしまいます！
対策を考えないと…

20 年間で約                倍
10 年間で約                  万人
増加しています

介護を経験した人が支払った
月々の平均介護費用は…
（公的介護保険サービスの自己負担費用含む）

要介護（要支援）認定者数の推移

（一時金は約           万円）

介護保険W単独で加入できる

580平均                   万円約

※出典：厚生労働省HP令和 2年度介護保険事業報告（年報） ※東日本大震災の影響により、平成 22 年度の数値には福島県内５町１村の数値は含まれていない。



パナファミリー傷害保険

長期所得補償保険

団体総合生活補償保険（標準型）

団体長期傷害所得補償保険

このご案内は保険の特徴をご説明したものです。詳細は「制度説明書」をご覧ください。
●パナソニック保険サービスは複数保険会社の商品を取扱う
　保険代理店です。ご契約等に関して当社の比較説明・推奨
　販売方針および所属保険会社等は当社の「保険商品のご案
　内について」（https://panasonic.co.jp/pisj/info/info06.php）
　をご確認ください。
●当社の個人情報のお取扱いについては、パナソニック保険
　サービスホームページ（https://panasonic.co.jp/pisj/info/
　info04.php）をご覧いただき、同意のうえでご確認くださ
　い。

引受保険会社（幹事）：三井住友海上火災保険株式会社
B23-900093　承認年月：2023 年 4月

％約59パナソニックグループの割引率は

％約53パナソニックグループの割引率は

ケガへの備え

賠償事故への備え

健康時 長期療養中
医療費

日常生活上の賠償責任事故

通院も 1日目から

日常生活上の「ケガ」と「他人への賠償責任」の補償がセットになった保険です！

病気やケガで動けなくなるリスクから月々の所得の減少をサポートします！

治療費だけでなく、

ことも必要です！働けなくなり
所得が減少

入院だけでなく　　　　　　　　　　    補償
ケガが原因の入院・通院について 1日だけでも保険金を受け取れます！

　　　　　　　　　　　　　　　    に対応！
自転車乗車時の加害事故、漏水事故等の第三者に対する法律上の損害賠償責任を補償します！

最長６０才

精神障害
最長 5年間

1 口月払保険料５２７円で毎月５万円補償します。

　　　　　  による就業障害も補償！
パナソニックグループならではの精神障害補償は　　　　　　　補償します。

病気やケガで働けない状態が免責期間（１８０日）を超えて続く限り、　　　　　　   まで保険金をお受け取りいた
だけます。入院中だけではなく、自宅療養の場合も補償します。

この保険商品に関するお問い合わせ先

パナソニック保険サービス株式会社　職域企画部

生活費
教育費

住宅ローン
各種ローンの返済

所得 生活費教育費住宅ローン各種ローンの返済

所得 所得の減少に備える
支出は

増えるばかり

働けなくなり所得が減少しても、生活に必要な支出は続きます…

補償の対象として、たとえばこんな事故例があります

交通事故によるケガ 就業中のケガ

水漏れで、階下（他家）
に損害を与えた

他人の物を壊した 自転車で他人にケガを負わせた

スポーツ中のケガ 料理中のケガ

※借家の場合は家主に対する
賠償責任は除く。

住所　〒５７１ー００５７（ポストNo.６１８－０３N）
大阪府門真市元町２２番６号 Panasonic XC　KADOMA ３階
TEL：０５７０－０８７－１１５
Eメール：pisj_hoken@ml.jp.panasonic.com
営業時間：平日９時～１７時３０分（土・日・祝日・長期休暇等、当社休業日は除く）
※社会情勢・行政からの要請等により、営業時間が変更になる場合がございます。


